様式第６号（第６条関係）
建物配置図
	北
西　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東
南


【作成上の注意】
１　枠内の方位に従って、枠内に敷地全体が収まるように記入してください。
２　敷地内の家屋等は解体及び撤去によりなくなったものを含めて、全て記載してください。
３　解体及び撤去をした家屋等には「撤去」と記載してください。
４　解体及び撤去を実施していない家屋等には「未撤収」と記載してください。
５　建物には、「住宅」「事務所」「倉庫」「車庫」などの名称と階数を書いてください。
※この様式を参考にして、別の書式で提出することも可能です。

